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２ 博物館法施行規則（昭和３０年文部省令第２４号）（抄） 

 

第一章 博物館に関する科目の単位  

 

（博物館に関する科目の単位）  

第一条 博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。）第五条第一項第一

号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 

科           目 単 位 数 

生涯学習概論 二 

博物館概論 二 

博物館経営論 二 

博物館資料論 二 

博物館資料保存論 二 

博物館展示論 二 

博物館教育論 二 

博物館情報・メディア論 二 

博物館実習 三 

２ 博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は第六条第三

項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、前項の規定により修

得すべき科目の単位に替えることができる。  

（博物館実習）  

第二条 前条に掲げる博物館実習は、博物館（法第二条第一項に規定する博物館をいう。以下同

じ。）又は法第二十九条の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県の教育委員会の指定し

た博物館に相当する施設（大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。）における実習に

より修得するものとする。  

２ 博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。  

    

第二章 学芸員の資格認定  

 

（資格認定）  

第三条 法第五条第一項第三号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及

び経験を有する者と認められる者は、この章に定める試験認定又は審査認定（以下「資格認定」

という。）の合格者とする。  

（資格認定の施行期日等）  

第四条 資格認定は、毎年少なくとも各一回、文部科学大臣が行う。  




